
議
会
の
日
程

▼
会
期　

８
月
29
日（
木
）～
９
月
26

日（
木
）29
日
間

▼
会
期
日
程

８
月
29
日（
木
）本
会
議
（
開
会
）

９
月
５
日（
木
）本
会
議
（
一
般
質
問
）

９
月
６
日（
金
）本
会
議
（
一
般
質
問
）

９
月
９
日（
月
）本
会
議
（
一
般
質
問

な
ど
）

９
月
11
日（
水
）決
算
特
別
委
員
会

９
月
12
日（
木
）決
算
特
別
委
員
会

９
月
17
日（
火
）総
務
経
済
委
員
会

９
月
18
日（
水
）文
教
民
生
委
員
会

９
月
26
日（
木
）本
会
議
（
閉
会
）

　

本
会
議
は
午
前
10
時
か
ら
、
委
員

会
は
午
前
９
時
か
ら
。

※
議
事
の
都
合
で
、
日
程
な
ど
が
変

更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
本
会
議
の
傍
聴　

役
場
４
階
の
本

会
議
場
傍
聴
席
入
口
で
住
所
、
氏
名

を
記
入
す
る
。（
定
員
32
人
）

▼
委
員
会
の
傍
聴　

委
員
会
開
始
15

分
前
ま
で
に
議
会
事
務
局
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

（
定
員
４
人
）

▼
問
い
合
わ
せ

　

議
会
事
務
局

☎
０
５
６
１

（
56
）０
７
５
４

セントラル開発ニュース
県道瀬戸大府東海線（県道 57号線）の

側道について

　「県道 57 号線の側道がなくなるの？」という
お問い合わせをいただいていますが、歩道がな
くなることはありません。
　現在、側道を含めた県道 57 号線の歩道を整
備し直しています。
　区画整理事業の一環として、歩道の幅を拡げ
るとともに、明るい色のブロックを使って舗装
することで、歩きやすく、見た目もきれいな歩
道をつくっています。

■問い合わせ　セントラル開発課☎0561（56）0748 きれいに整備された県道 57 号線の歩道

協
定
を
締
結
し
ま
し
た

　

７
月
11
日
、
町
土
木
協
力
会
と
締

結
し
て
い
る
「
災
害
時
に
お
け
る
応

急
対
策
業
務
に
関
す
る
協
定
」
を
全

面
的
に
変
更
す
る
協
定
を
締
結
し
ま

し
た
。

　

今
回
の
締
結
で
、
災
害
時
に
町
の

要
請
が
あ
る
と
き
に
限
ら
ず
、
会
員

の
判
断
に
よ
っ
て
も
応
急
対
策
を
行

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

地
震
災
害
だ
け
で
な
く
、
風
水
害
な

ど
の
災
害
で
も
応
急
対
策
を
行
え
る

よ
う
に
な
り
、
よ
り
機
動
的
に
業
務

を
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ　

安
全
安
心
課
☎
０

５
６
１（
56
）０
７
１
９

役
場
の
代
表
電
話
番
号

０
５
６
１（
38
）３
１
１
１

ー

● まちの人口と世帯 ●
2019年6月30日現在

人　口  43,885人 （＋41）
　男　  22,103人 （＋   8）
　女　  21,782人 （＋33）
世帯数  17,586世帯 （＋26）

（　）内は対前月比

● 今月の納税など ●
・町県民税（2期）
・国民健康保険税（2期）
・後期高齢者医療保険料（2期）
・介護保険料（2期）
税金は町政運営の大切な原資です。
納期内に忘れず納付しましょう。

納税には口座振替が便利です。
納期限は9月2日（月）です。



「
緑
の
募
金
」結
果

　

４
～
５
月
の
「
緑
の
募
金
運
動

期
間
」
の
町
全
体
の
募
金
額
は
、
24

万
６
千
１
４
１
円
で
し
た
。

　

募
金
は
、
森
林
の
整
備
や
緑
化
の

推
進
、
国
際
緑
化
な
ど
の
事
業
に
活

用
さ
れ
ま
す
。

　

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ　

東
郷
町
緑
の
募
金

委
員
会
事
務
局
（
都
市
計
画
課
）
☎

０
５
６
１（
56
）０
７
４
７

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

の
訓
練
放
送

　

国
が
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ジ
ェ
イ
‐
Ａア

ラ

ー

ト

Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
を
利
用
し
て
、

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

　

町
内
で
も
、
防
災
行
政
無
線
ス

ピ
ー
カ
ー
（
町
内
30
カ
所
）
か
ら
訓

練
放
送
が
流
れ
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
訓
練
日
時　

８
月
28
日
（
水
）
午

前
11
時
ご
ろ

▼
放
送
内
容　
「（
チ
ャ
イ
ム
）『
こ

れ
は
J
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
』

※
３
回
繰
り
返
し 

こ
ち
ら
は
東
郷

町
役
場
安
全
安
心
課
で
す
。（
チ
ャ

イ
ム
）」

▼
問
い
合
わ
せ　

安
全
安
心
課
☎
０

５
６
１（
56
）０
７
１
９

協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

提
案
事
業
選
考
結
果

　

町
内
の
団
体
か
ら
、
町
と
の
協
働

事
業
案
を
募
集
し
ま
し
た
。

　

1
次
募
集
で
は
２
団
体
か
ら
提
案

が
あ
り
、
審
査
の
結
果
、
採
択
し
ま

し
た
。

▼
提
案
団
体　

①
一
般
社
団
法
人

ハ
ー
ト
フ
ル
サ
ポ
ー
ト
ね
っ
と
②
10

ａ
ｎ
ｄ
．
ー
て
ん
と
ー

▼
テ
ー
マ　

①
高
齢
者
ち
ょ
っ
と
し

た
助
け
合
い
事
業
②
子
ど
も
・
若
者

育
成
支
援
事
業

▼
事
業
名　

①
高
齢
者
生
活
支
援
の

為
の
支
え
合
い
の
場
②
子
ど
も
の
健

全
育
成
の
た
め
の
環
境
整
備
を
育
む

親
支
援

　

①
が
新
規
事
業
、
②
が
継
続
事
業

で
す
。
町
と
団
体
で
事
業
委
託
契
約

を
結
び
、
事
業
を
行
い
ま
す
。

2
次
募
集

▼
対
象
団
体
　
町
内
で
活
動
し
て
い

る
５
人
以
上
の
非
営
利
団
体（
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
町

民
活
動
団
体
、
自
治
会
な
ど
）

▼
対
象
事
業　

公
益
性
・
公
共
性

が
高
く
、
具
体
的
な
効
果
や
成
果

が
期
待
で
き
る
事
業
な
ど（
２
０
２

　町政に対する町民の皆さんの意見などを把握
し、今後の事業の立案や改善などの参考資料とし
て活用するため、町政に関するアンケートにイン
ターネットから回答する「東郷町町政モニター」
を募集します。
応募資格　任期期間中、次の4つを満たす人
①満 18 歳以上の町内在住・在勤・在学者
②国・地方公共団体の議会議員でない
③常勤の国家公務員・地方公務員でない
④同一世帯に町政モニターに応募しようとする者
がいない
※年齢、住所などが要件を満た
すか否かは、町が確認します。
あらかじめご了承ください。
募集人数　40 人程度（応募者
が募集人数を超えた場合は、居

住地、性別、年齢などを考慮し、より広範な意見が
得られるように選考します）
任期　町が通知する日～ 2020 年 3月 31 日
アンケート実施回数　2019 年度は 2回を予定
アンケート形式　選択形式および自由記述形式
謝礼　アンケートに 2回とも回答してくれた人に
500 円分の図書カードを贈呈
応募方法　8 月 23 日（金）までに、町ホームペー
ジ「ホーム > 町政情報 > 広聴 > 東郷町町政モニ
ター募集」（右のQRコード）か
ら申し込む。
※インターネットが利用できな
い人は、申し込みできません。
※通信費用などはモニターの負
担となります。
問い合わせ　人事秘書課☎ 0561(56)0715

町政に関するアンケートにご協力ください
町政モニター募集

０
年
３
月
末
日
ま
で
に
完
了
す
る

事
業
）

▼
募
集
テ
ー
マ
　
防
犯
、
子
ど
も
育

成
、
介
護
予
防
な
ど
26
テ
ー
マ

▼
採
用
予
定
数
　
１
団
体
程
度

▼
応
募
方
法　

事
前
に
地
域
協

働
課
に
相
談
の
う
え
、
８
月
19
日

（
月
）
～
30
日（
金
）に
必
要
書
類
を

提
出
。

※
町
は
、
採
用
し
た
団
体
と
委
託
契

約
を
締
結
し
、
委
託
料（
初
年
度
は

15
万
円
以
内
）を
支
払
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
募
集
要
項（
地
域
協

働
課
窓
口
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入

手
可
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

地
域
協
働
課
☎
０

５
６
１（
56
）０
７
２
７

住
民
票
等
証
明
休
日
発
行

▼
と
き　

毎
月
第
２
・
４
土
曜
日
の

午
前
９
時
～
正
午

▼
と
こ
ろ　

役
場
１
階
住
民
課

▼
内
容　

住
民
票
の
写
し
・
戸
籍
謄

抄
本
等
・
印
鑑
証
明
の
発
行
、
印
鑑
登

録
申
請（
要
事
前
予
約
）、
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付（
要
事
前
予
約
）

※
転
入
・
転
出
の
届
け
出
な
ど
の
業

務
は
行
い
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

住
民
課
☎
０
５
６

１（
56
）０
７
３
１

役
場
の
代
表
電
話
番
号

０
５
６
１（
38
）３
１
１
１

ー
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